
裁判員制度「草の根広報（説明会）」におけるアンケート集計結果の要旨

実施期間：平成１９年９月～平成２１年３月

調査対象：各検察庁における裁判員制度説明会参加者

回収結果：３７８，５１５人

１ 裁判員としての刑事裁判への参加意識

回答内容 説明会前の割合 説明会後の割合

① 参加したい

② 参加してもよい

あまり参加したくないが，義務で
③

あるなら参加せざるをえない

④ 義務であっても参加したくない

⑤ わからない

無回答

上表のとおり，説明会後の「参加する （①～③の計）の回答が７４．３％」

から８１．５％に上がった。

２ 説明会に参加したことによって，裁判員として参加することについての

不安が少なくなったかどうか

回答内容 割 合

は い

いいえ

無回答

７２．７％
（２７５，２５６人）

２５．４％
（９６，０８０人）

８．０％
（３０，２７９人）

２２．１％
（８３，５１１人）

４４．２％
（１６７，１９３人）

２０．８％
（７８，６０４人）

０．６％
（２，２９３人）

９．５％
（３５，８６３人）

３２．３％
（１２２，１５３人）

３９．７％
（１５０，３０３人）

１３．８％
（５２，１４３人）

３．７％
（１３，９２８人）

１．１％
（４，１２５人）

４．４％
（１６，６３５人）

１．９％
（７，１７９人）


